
  

議

案

第

二

十

一

号

 

 
 

 

港

区

介

護

保

険

に

お

け

る

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

及

び

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー 
 

 
 

 

 
 

 
ビ

ス

に

関

す

る

基

準

等

を

定

め

る

条

例

 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

 
 

平

成

二

十

五

年

二

月

二

十

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

武 

井 

雅 

昭 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

介

護

保

険

に

お

け

る

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

及

び

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー 
 

 
 

 

 
 

 

ビ

ス

に

関

す

る

基

準

等

を

定

め

る

条

例 

目

次 

 

第

一

章 

総

則

（

第

一

条

―

第

四

条

） 

 

第

二

章 

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

の

入

所

定

員

に

係

る

条

例

で

定

め

る

数

（

第

五

条

）

 

 

第

三

章 

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

（

第

六

条

―

第

十

五

条

）

 

 

第

四

章 

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

（

第

十

六

条

―

第

十

九

条

） 

 

第

五

章 

共

通

事

項

（

第

二

十

条

―

第

二

十

二

条

） 

 

第

六

章 

雑

則

（

第

二

十

三

条

・

第

二

十

四

条

） 



  

 
 

 

第

一

章 

総

則

 
（

趣

旨

） 

第

一

条 
こ

の

条

例

は

、

介

護

保

険

法

（

平

成

九

年

法

律

第

百

二

十

三

号

。

以

下

「

法

」

と

い

う

。

）

第

七

十 
 

 

八

条

の

四

第

一

項

及

び

第

二

項

並

び

に

第

百

十

五

条

の

十

四

第

一

項

及

び

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

き

、

指

定 
 

 

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

及

び

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

（

以

下

「

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス 
 

 

等

」

と

い

う

。

）

の

事

業

の

人

員

、

設

備

及

び

運

営

並

び

に

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

に

係

る 
 

 

介

護

予

防

の

た

め

の

効

果

的

な

支

援

の

方

法

に

関

す

る

基

準

を

定

め

る

ほ

か

、

法

第

七

十

八

条

の

二

第

一

項 
 

 

及

び

第

四

項

第

一

号

並

び

に

第

百

十

五

条

の

十

二

第

二

項

第

一

号

の

規

定

に

基

づ

き

、

必

要

な

事

項

を

定

め 
 

 

る

も

の

と

す

る

。

 

（

定

義

） 

第

二

条 

こ

の

条

例

に

お

い

て

、

次

の

各

号

に

掲

げ

る

用

語

の

意

義

は

、

そ

れ

ぞ

れ

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ 
 

 

ろ

に

よ

る

。 

一 

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

者 

法

第

八

条

第

十

四

項

に

規

定

す

る

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

を

行 
 

 

う

者

を

い

う

。

 

二 

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

者 

法

第

八

条

の

二

第

十

四

項

に

規

定

す

る

地

域

密

着

型

介

護 
 

 

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

を

行

う

者

を

い

う

。 

三 

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

者 

法

第

四

十

二

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

指

定

地

域

密

着

型

サ 
 



  

 

ー

ビ

ス

事

業

者

を

い

う

。

 

四 

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス 

法

第

四

十

二

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス 
 

 

を

い

う

。 

五 

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

者 

法

第

五

十

四

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

指

定

地

域 
 

 

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

を

い

う

。 

六 

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス 

法

第

五

十

四

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

指

定

地

域

密

着

型 
 

 

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

を

い

う

。

 

２ 

前

項

に

掲

げ

る

も

の

の

ほ

か

、

こ

の

条

例

で

使

用

す

る

用

語

の

意

義

は

、

法

で

使

用

す

る

用

語

の

例

に

よ 
 

 

る

。 

（

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

等

の

申

請

者

に

係

る

条

例

で

定

め

る

者

）

 

第

三

条 

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

及

び

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

（

以

下

「

指

定 
 

 

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

等

」

と

い

う

。

）

の

申

請

者

に

係

る

法

第

七

十

八

条

の

二

第

四

項

第

一

号

及

び 
 

 

法

第

百

十

五

条

の

十

二

第

二

項

第

一

号

に

規

定

す

る

条

例

で

定

め

る

者

は

、

法

人

と

す

る

。 

（

基

準

の

制

定

）

 

第

四

条 

区

は

、

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

等

に

従

事

す

る

従

業

者

に

関

す

る

基

準

、

指

定

地

域

密

着

型

サ 
 

 

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

設

備

及

び

運

営

に

関

す

る

基

準

並

び

に

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

に

係

る 
 

 

介

護

予

防

の

た

め

の

効

果

的

な

支

援

の

方

法

に

関

す

る

基

準

を

定

め

よ

う

と

す

る

と

き

は

、

あ

ら

か

じ

め

、 
 



  

 

区

が

行

う

介

護

保

険

の

被

保

険

者

そ

の

他

の

関

係

者

の

意

見

を

反

映

さ

せ

、

及

び

学

識

経

験

を

有

す

る

者

の 
 

 
知

見

の

活

用

を

図

る

た

め

に

必

要

な

措

置

を

講

ず

る

も

の

と

す

る

。

 

 
 

 
第

二

章 

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

の

入

所

定

員

に

係

る

条

例

で

定

め

る

数 

（

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

の

入

所

定

員

に

係

る

条

例

で

定

め

る

数

）

 

第

五

条 

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

の

入

所

定

員

に

係

る

法

第

七

十

八

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

条 
 

 

例

で

定

め

る

数

は

、

二

十

九

人

以

下

と

す

る

。 

 
 

 

第

三

章 

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス 

（

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

一

般

原

則

） 

第

六

条 

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

は

、

利

用

者

の

意

思

及

び

人

格

を

尊

重

し

て

、

常

に

利

用

者

の 
 

 

立

場

に

立

っ

た

サ

ー

ビ

ス

の

提

供

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２ 

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

は

、

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

を

運

営

す

る

に

当

た

っ

て 
 

 

は

、

地

域

と

の

結

び

付

き

を

重

視

し

、

区

、

他

の

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

又

は

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業 
 

 

者

（

法

第

八

条

第

一

項

に

規

定

す

る

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

を

行

う

者

を

い

う

。

）

そ

の

他

の

保

健

医

療

サ

ー 
 

 

ビ

ス

及

び

福

祉

サ

ー

ビ

ス

を

提

供

す

る

者

と

の

連

携

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

定

期

巡

回

・

随

時

対

応

型

訪

問

介

護

看

護

の

基

本

方

針

）
 

第

七

条 

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

に

該

当

す

る

定

期

巡

回

・

随

時

対

応

型

訪

問

介

護

看

護

の

事

業

は

、

要 
 

 

介

護

状

態

と

な

っ

た

場

合

に

お

い

て

も

、

そ

の

利

用

者

が

尊

厳

を

保

持

し

、

可

能

な

限

り

そ

の

居

宅

に

お

い 
 



  

 

て

、

そ

の

有

す

る

能

力

に

応

じ

自

立

し

た

日

常

生

活

を

営

む

こ

と

が

で

き

る

よ

う

、

定

期

的

な

巡

回

又

は

随 
 

 
時

通

報

に

よ

り

そ

の

者

の

居

宅

を

訪

問

し

、

入

浴

、

排

せ

つ

、

食

事

等

の

介

護

、

日

常

生

活

上

の

緊

急

時

の 
 

 

対

応

そ

の

他

の

安

心

し

て

そ

の

居

宅

に

お

い

て

生

活

を

送

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

す

る

た

め

の

援

助

を

行 
 

 

う

と

と

も

に

、

そ

の

療

養

生

活

を

支

援

し

、

心

身

の

機

能

の

維

持

回

復

を

目

指

す

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な 
 

 

い

。 

（

夜

間

対

応

型

訪

問

介

護

の

基

本

方

針

） 

第

八

条 

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

に

該

当

す

る

夜

間

対

応

型

訪

問

介

護

の

事

業

は

、

要

介

護

状

態

と

な

っ 
 

 

た

場

合

に

お

い

て

も

、

そ

の

利

用

者

が

可

能

な

限

り

そ

の

居

宅

に

お

い

て

、

そ

の

有

す

る

能

力

に

応

じ

自

立 
 

 

し

た

日

常

生

活

を

営

む

こ

と

が

で

き

る

よ

う

、

夜

間

に

お

い

て

、

定

期

的

な

巡

回

又

は

随

時

通

報

に

よ

り

そ 
 

 

の

者

の

居

宅

を

訪

問

し

、

排

せ

つ

の

介

護

、

日

常

生

活

上

の

緊

急

時

の

対

応

そ

の

他

の

夜

間

に

お

い

て

安

心 
 

 

し

て

そ

の

居

宅

に

お

い

て

生

活

を

送

る

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

す

る

た

め

の

援

助

を

行

う

も

の

で

な

け

れ

ば 
 

 

な

ら

な

い

。 

（

認

知

症

対

応

型

通

所

介

護

の

基

本

方

針

） 

第

九

条 

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

に

該

当

す

る

認

知

症

対

応

型

通

所

介

護

の

事

業

は

、

要

介

護

状

態

と

な 
 

 

っ

た

場

合

に

お

い

て

も

、

そ

の

認

知

症

（

法

第

五

条

の

二

に

規

定

す

る

認

知

症

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

で 
 

 

あ

る

利

用

者

（

そ

の

者

の

認

知

症

の

原

因

と

な

る

疾

患

が

急

性

の

状

態

に

あ

る

者

を

除

く

。

以

下

同

じ

。

） 
 

 

が

可

能

な

限

り

そ

の

居

宅

に

お

い

て

、

そ

の

有

す

る

能

力

に

応

じ

自

立

し

た

日

常

生

活

を

営

む

こ

と

が

で

き 
 



  

 

る

よ

う

、

必

要

な

日

常

生

活

上

の

世

話

及

び

機

能

訓

練

を

行

う

こ

と

に

よ

り

、

利

用

者

の

社

会

的

孤

立

感

の 
 

 
解

消

及

び

心

身

の

機

能

の

維

持

並

び

に

利

用

者

の

家

族

の

身

体

的

及

び

精

神

的

負

担

の

軽

減

を

図

る

も

の

で 
 

 

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

小

規

模

多

機

能

型

居

宅

介

護

の

基

本

方

針

） 

第

十

条 

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

に

該

当

す

る

小

規

模

多

機

能

型

居

宅

介

護

の

事

業

は

、

要

介

護

者

に

つ 
 

 

い

て

、

そ

の

居

宅

に

お

い

て

、

又

は

サ

ー

ビ

ス

の

拠

点

に

通

わ

せ

、

若

し

く

は

短

期

間

宿

泊

さ

せ

、

当

該

拠 
 

 

点

に

お

い

て

、

家

庭

的

な

環

境

と

地

域

住

民

と

の

交

流

の

下

で

、

入

浴

、

排

せ

つ

、

食

事

等

の

介

護

そ

の

他 
 

 

の

日

常

生

活

上

の

世

話

及

び

機

能

訓

練

を

行

う

こ

と

に

よ

り

、

利

用

者

が

そ

の

有

す

る

能

力

に

応

じ

そ

の

居 
 

 

宅

に

お

い

て

自

立

し

た

日

常

生

活

を

営

む

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

認

知

症

対

応

型

共

同

生

活

介

護

の

基

本

方

針

） 

第

十

一

条 

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

に

該

当

す

る

認

知

症

対

応

型

共

同

生

活

介

護

の

事

業

は

、

要

介

護

者 
 

 

で

あ

っ

て

認

知

症

で

あ

る

も

の

に

つ

い

て

、

共

同

生

活

住

居

（

法

第

八

条

第

十

九

項

に

規

定

す

る

共

同

生

活 
 

 

を

営

む

べ

き

住

居

を

い

う

。

）

に

お

い

て

、

家

庭

的

な

環

境

と

地

域

住

民

と

の

交

流

の

下

で

入

浴

、

排

せ

つ

、

 

 

食

事

等

の

介

護

そ

の

他

の

日

常

生

活

上

の

世

話

及

び

機

能

訓

練

を

行

う

こ

と

に

よ

り

、

利

用

者

が

そ

の

有

す 
 

 

る

能

力

に

応

じ

自

立

し

た

日

常

生

活

を

営

む

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

地

域

密

着

型

特

定

施

設

入

居

者

生

活

介

護

の

基

本

方

針

）

 

第

十

二

条 

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

に

該

当

す

る

地

域

密

着

型

特

定

施

設

入

居

者

生

活

介

護

（

以

下

「

指 
 



  

 

定

地

域

密

着

型

特

定

施

設

入

居

者

生

活

介

護

」

と

い

う

。

）

の

事

業

は

、

地

域

密

着

型

特

定

施

設

サ

ー

ビ

ス 
 

 
計

画

（

法

第

八

条

第

二

十

項

に

規

定

す

る

計

画

を

い

う

。

）

に

基

づ

き

、

入

浴

、

排

せ

つ

、

食

事

等

の

介

護 
 

 

そ

の

他

の

日

常

生

活

上

の

世

話

、

機

能

訓

練

及

び

療

養

上

の

世

話

を

行

う

こ

と

に

よ

り

、

当

該

指

定

地

域

密 
 

 

着

型

特

定

施

設

入

居

者

生

活

介

護

の

提

供

を

受

け

る

入

居

者

が

指

定

地

域

密

着

型

特

定

施

設

（

法

第

八

条

第 
 

 

二

十

項

に

規

定

す

る

地

域

密

着

型

特

定

施

設

で

あ

っ

て

、

当

該

指

定

地

域

密

着

型

特

定

施

設

入

居

者

生

活

介 
 

 

護

の

事

業

が

行

わ

れ

る

も

の

を

い

う

。

）

に

お

い

て

そ

の

有

す

る

能

力

に

応

じ

自

立

し

た

日

常

生

活

を

営

む 
 

 

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

す

る

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２ 

指

定

地

域

密

着

型

特

定

施

設

入

居

者

生

活

介

護

の

事

業

を

行

う

者

は

、

安

定

的

か

つ

継

続

的

な

事

業

運

営 
 

 

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
 

（

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

入

所

者

生

活

介

護

の

基

本

方

針

）

 

第

十

三

条 

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

に

該

当

す

る

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

入

所

者

生

活

介

護

（ 
 

 

以

下

「

指

定

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

入

所

者

生

活

介

護

」

と

い

う

。

）

の

事

業

を

行

う

地

域

密

着 
 

 

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

（

以

下

「

指

定

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

」

と

い

う

。

）

は

、

地

域

密

着

型 
 

 

施

設

サ

ー

ビ

ス

計

画

（

法

第

八

条

第

二

十

一

項

に

規

定

す

る

地

域

密

着

型

施

設

サ

ー

ビ

ス

計

画

を

い

う

。

以 
 

 

下

同

じ

。

）

に

基

づ

き

、

可

能

な

限

り

、

居

宅

に

お

け

る

生

活

へ

の

復

帰

を

念

頭

に

置

い

て

、

入

浴

、

排

せ 
 

 

つ

、

食

事

等

の

介

護

、

相

談

及

び

援

助

、

社

会

生

活

上

の

便

宜

の

供

与

そ

の

他

の

日

常

生

活

上

の

世

話

、

機 
 

 

能

訓

練

、

健

康

管

理

及

び

療

養

上

の

世

話

を

行

う

こ

と

に

よ

り

、

入

所

者

が

そ

の

有

す

る

能

力

に

応

じ

自

立 
 



  

 

し

た

日

常

生

活

を

営

む

こ

と

が

で

き

る

よ

う

に

す

る

こ

と

を

目

指

す

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 
２ 
指

定

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

は

、

入

所

者

の

意

思

及

び

人

格

を

尊

重

し

、

常

に

そ

の

者

の

立

場 
 

 

に

立

っ

て

指

定

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

入

所

者

生

活

介

護

を

提

供

す

る

よ

う

に

努

め

な

け

れ

ば

な 
 

 

ら

な

い

。 

３ 

指

定

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

は

、

明

る

く

家

庭

的

な

雰

囲

気

を

有

し

、

地

域

や

家

庭

と

の

結

び 
 

 

付

き

を

重

視

し

た

運

営

を

行

い

、

区

、

居

宅

介

護

支

援

事

業

者

、

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

、

地

域

密

着

型

サ 
 

 

ー

ビ

ス

事

業

者

、

他

の

介

護

保

険

施

設

そ

の

他

の

保

健

医

療

サ

ー

ビ

ス

又

は

福

祉

サ

ー

ビ

ス

を

提

供

す

る

者 
 

 

と

の

密

接

な

連

携

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

（

ユ

ニ

ッ

ト

型

指

定

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

の

基

本

方

針

）

 

第

十

四

条 

前

条

の

規

定

に

か

か

わ

ら

ず

、

ユ

ニ

ッ

ト

型

指

定

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

（

施

設

の

全 
 

 

部

に

お

い

て

少

数

の

居

室

及

び

当

該

居

室

に

近

接

し

て

設

け

ら

れ

る

共

同

生

活

室

（

当

該

居

室

の

入

居

者

が 
 

 

交

流

し

、

共

同

で

日

常

生

活

を

営

む

た

め

の

場

所

を

い

う

。

）

に

よ

り

一

体

的

に

構

成

さ

れ

る

場

所

（

以

下 
 

 

「

ユ

ニ

ッ

ト

」

と

い

う

。

）

ご

と

に

入

居

者

の

日

常

生

活

が

営

ま

れ

、

こ

れ

に

対

す

る

支

援

が

行

わ

れ

る

指 
 

 

定

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

を

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

基

本

方

針

は

、

こ

の

条

に

定

め

る

と

こ

ろ 
 

 

に

よ

る

。 

２ 

ユ

ニ

ッ

ト

型

指

定

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

は

、

入

居

者

一

人

一

人

の

意

思

及

び

人

格

を

尊

重

し

、

 

 

地

域

密

着

型

施

設

サ

ー

ビ

ス

計

画

に

基

づ

き

、

そ

の

居

宅

に

お

け

る

生

活

へ

の

復

帰

を

念

頭

に

置

い

て

、

入 
 



  

 

居

前

の

居

宅

に

お

け

る

生

活

と

入

居

後

の

生

活

が

連

続

し

た

も

の

と

な

る

よ

う

配

慮

し

な

が

ら

、

各

ユ

ニ

ッ 
 

 
ト

に

お

い

て

入

居

者

が

相

互

に

社

会

的

関

係

を

築

き

、

自

律

的

な

日

常

生

活

を

営

む

こ

と

を

支

援

し

な

け

れ 
 

 

ば

な

ら

な

い

。

 

３ 

ユ

ニ

ッ

ト

型

指

定

地

域

密

着

型

介

護

老

人

福

祉

施

設

は

、

地

域

や

家

庭

と

の

結

び

付

き

を

重

視

し

た

運

営 
 

 

を

行

い

、

区

、

居

宅

介

護

支

援

事

業

者

、

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

、

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

、

介

護 
 

 

保

険

施

設

そ

の

他

の

保

健

医

療

サ

ー

ビ

ス

又

は

福

祉

サ

ー

ビ

ス

を

提

供

す

る

者

と

の

密

接

な

連

携

に

努

め

な 
 

 

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

複

合

型

サ

ー

ビ

ス

の

基

本

方

針

）

 

第

十

五

条 

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

に

該

当

す

る

複

合

型

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

は

、

次

項

に

規

定

す

る

指

定 
 

 

居

宅

サ

ー

ビ

ス

に

該

当

す

る

訪

問

看

護

の

基

本

方

針

及

び

第

十

条

に

規

定

す

る

小

規

模

多

機

能

型

居

宅

介

護 
 

 

の

基

本

方

針

を

踏

ま

え

て

行

う

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

２ 

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

に

該

当

す

る

訪

問

看

護

の

事

業

は

、

利

用

者

が

要

介

護

状

態

と

な

っ

た

場

合

、

可

能 
 

 

な

限

り

居

宅

に

お

い

て

、

そ

の

有

す

る

能

力

に

応

じ

自

立

し

た

日

常

生

活

を

営

む

こ

と

が

で

き

る

よ

う

、

そ 
 

 

の

療

養

生

活

を

支

援

し

、

心

身

の

機

能

の

維

持

回

復

を

目

指

す

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 
 

 

第

四

章 

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

 

（

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

一

般

原

則

）
 

第

十

六

条 

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

は

、

利

用

者

の

意

思

及

び

人

格

を

尊

重

し

て

、

常 
 



  

 

に

利

用

者

の

立

場

に

立

っ

た

サ

ー

ビ

ス

の

提

供

に

努

め

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 
２ 
指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

は

、

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

を

運 
 

 

営

す

る

に

当

た

っ

て

は

、

地

域

と

の

結

び

付

き

を

重

視

し

、

区

、

他

の

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事 
 

 

業

者

又

は

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

（

法

第

八

条

の

二

第

一

項

に

規

定

す

る

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

を 
 

 

行

う

者

を

い

う

。

）

そ

の

他

の

保

健

医

療

サ

ー

ビ

ス

及

び

福

祉

サ

ー

ビ

ス

を

提

供

す

る

者

と

の

連

携

に

努

め 
 

 

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

介

護

予

防

認

知

症

対

応

型

通

所

介

護

の

基

本

方

針

） 

第

十

七

条 

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

に

該

当

す

る

介

護

予

防

認

知

症

対

応

型

通

所

介

護

の

事

業 
 

 

は

、

そ

の

認

知

症

で

あ

る

利

用

者

が

可

能

な

限

り

そ

の

居

宅

に

お

い

て

、

自

立

し

た

日

常

生

活

を

営

む

こ

と 
 

 

が

で

き

る

よ

う

、

必

要

な

日

常

生

活

上

の

支

援

及

び

機

能

訓

練

を

行

う

こ

と

に

よ

り

、

利

用

者

の

心

身

機

能 
 

 

の

維

持

回

復

を

図

り

、

も

っ

て

利

用

者

の

生

活

機

能

の

維

持

又

は

向

上

を

目

指

す

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な 
 

 

い

。 

（

介

護

予

防

小

規

模

多

機

能

型

居

宅

介

護

の

基

本

方

針

）

 

第

十

八

条 

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

に

該

当

す

る

介

護

予

防

小

規

模

多

機

能

型

居

宅

介

護

の

事 
 

 

業

は

、

そ

の

利

用

者

が

可

能

な

限

り

そ

の

居

宅

に

お

い

て

、

又

は

サ

ー

ビ

ス

の

拠

点

に

通

わ

せ

、

若

し

く

は 
 

 

短

期

間

宿

泊

さ

せ

、

当

該

拠

点

に

お

い

て

、

家

庭

的

な

環

境

と

地

域

住

民

と

の

交

流

の

下

で

自

立

し

た

日

常 
 

 

生

活

を

営

む

こ

と

が

で

き

る

よ

う

、

入

浴

、

排

せ

つ

、

食

事

等

の

介

護

そ

の

他

の

日

常

生

活

上

の

支

援

及

び 
 



  

 

機

能

訓

練

を

行

う

こ

と

に

よ

り

、

利

用

者

の

心

身

機

能

の

維

持

回

復

を

図

り

、

も

っ

て

利

用

者

の

生

活

機

能 
 

 
の

維

持

又

は

向

上

を

目

指

す

も

の

で

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

介

護

予

防

認

知

症

対

応

型

共

同

生

活

介

護

の

基

本

方

針

）

 

第

十

九

条 
指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

に

該

当

す

る

介

護

予

防

認

知

症

対

応

型

共

同

生

活

介

護

の 
 

 

事

業

は

、

そ

の

認

知

症

で

あ

る

利

用

者

が

可

能

な

限

り

共

同

生

活

住

居

（

法

第

八

条

の

二

第

十

七

項

に

規

定 
 

 

す

る

共

同

生

活

を

営

む

べ

き

住

居

を

い

う

。

）

に

お

い

て

、

家

庭

的

な

環

境

と

地

域

住

民

と

の

交

流

の

下

で 
 

 

入

浴

、

排

せ

つ

、

食

事

等

の

介

護

そ

の

他

の

日

常

生

活

上

の

支

援

及

び

機

能

訓

練

を

行

う

こ

と

に

よ

り

、

利 
 

 

用

者

の

心

身

機

能

の

維

持

回

復

を

図

り

、

も

っ

て

利

用

者

の

生

活

機

能

の

維

持

又

は

向

上

を

目

指

す

も

の

で 
 

 

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

 
 

 

第

五

章 

共

通

事

項

 

（

秘

密

保

持

等

）

 

第

二

十

条 

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

等

を

行

う

事

業

所

（

以

下

「

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業 
 

 

所

等

」

と

い

う

。

以

下

同

じ

。

）

の

従

業

者

は

、

正

当

な

理

由

が

な

く

、

そ

の

業

務

上

知

り

得

た

利

用

者

又 
 

 

は

そ

の

家

族

の

秘

密

を

漏

ら

し

て

は

な

ら

な

い

。 

２ 

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

及

び

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

（

以

下

「

指

定 
 

 

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

」

と

い

う

。

）

は

、

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

所

等

の

従

業

者

で 
 

 

あ

っ

た

者

が

、

正

当

な

理

由

が

な

く

、

そ

の

業

務

上

知

り

得

た

利

用

者

又

は

そ

の

家

族

の

秘

密

を

漏

ら

す

こ 
 



  

 

と

が

な

い

よ

う

、

必

要

な

措

置

を

講

じ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 
（

苦

情

処

理

） 

第

二

十

一

条 

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

は

、

提

供

し

た

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

等

に 
 

 

係

る

利

用

者

及

び

そ

の

家

族

か

ら

の

苦

情

に

迅

速

か

つ

適

切

に

対

応

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

 

（

非

常

災

害

対

策

）
 

第

二

十

二

条 

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

は

、

非

常

災

害

時

に

お

い

て

特

に

援

護

を

要

す

る

者

へ 
 

 

の

支

援

に

つ

い

て

、

区

と

協

力

し

て

連

携

体

制

の

整

備

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。 

 
 

 

第

六

章 

雑

則

 

（

区

外

の

事

業

所

に

係

る

指

定

の

基

準

） 

第

二

十

三

条 

法

第

七

十

八

条

の

二

第

一

項

又

は

第

百

十

五

条

の

十

二

第

一

項

の

申

請

に

係

る

事

業

所

が

、

区 
 

 

の

区

域

の

外

に

あ

る

場

合

に

お

い

て

、

当

該

事

業

所

が

所

在

す

る

区

市

町

村

の

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス 
 

 

事

業

者

等

の

指

定

を

受

け

て

い

る

と

き

は

、

こ

の

条

例

に

規

定

す

る

基

準

を

満

た

し

て

い

る

も

の

と

み

な

す 
 

 

こ

と

が

で

き

る

。

 

（

委

任

） 

第

二

十

四

条 

こ

の

条

例

に

定

め

る

も

の

の

ほ

か

、

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

等

の

事

業

の

人

員

、

設

備

及 
 

 

び

運

営

並

び

に

指

定

地

域

密

着

型

介

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

に

係

る

介

護

予

防

の

た

め

の

効

果

的

な

支

援

の

方

法 
 

 

に

関

す

る

基

準

に

関

し

必

要

な

事

項

は

、

区

規

則

で

定

め

る

。

 



  

 
 

 

付 

則 

 
こ

の

条

例

は

、

平

成

二

十

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

（

説 
明

） 

 

地

域

の

自

主

性

及

び

自

立

性

を

高

め

る

た

め

の

改

革

の

推

進

を

図

る

た

め

の

関

係

法

律

の

整

備

に

関

す

る

法 
 

律

（

平

成

二

十

三

年

法

律

第

三

十

七

号

）

等

の

施

行

に

よ

る

介

護

保

険

法

（

平

成

九

年

法

律

第

百

二

十

三

号

） 
 

の

一

部

改

正

に

伴

う

条

例

制

定

権

限

の

拡

大

に

よ

り

、

指

定

地

域

密

着

型

サ

ー

ビ

ス

及

び

指

定

地

域

密

着

型

介 
 

護

予

防

サ

ー

ビ

ス

に

関

す

る

基

準

等

を

定

め

る

必

要

が

あ

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


